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 ストーカー及びDV(配偶者等暴力)事案は、行為がエスカレートして、 

凶悪事件に発展するおそれがあるので、早い段階で警察等の相談窓口に 

相談することが大切です。 

 配偶者等からの暴力により、 

生命または身体に重大な危害 

を受けるおそれが大きいとき 

は、裁判所に保護命令の申し 

立てを行うことが出来ます。 

 また、警察は被害者への再 

被害、被害拡充防止を目的に、 

加害者への指導警告や検挙措 

置を講じるほか、安全確保の 

ために必要な援助を行います。 

 被害者の安全確保のため、 

警察が行為者に対して警告等 

の行政措置、又は検挙措置を 

講じ、状況に応じた対応策の 

アドバイスなど、必要な援助 

を行います。 

【久代交番管内の交通事故発生状況（９月分）】 

・ 人身事故：６ 件（６ 名） ・ 物損事故 : ２０ 件 

※ いつも心と時間にゆとりを持ち、譲り合いの精神で運転しましょう！！ 

【 指 名 手 配 犯 人 の 検 挙 に ご 協 力 を 】 

 指名手配被疑者とは 

 犯罪の容疑がかかり裁判所から逮捕状が出され、 

警察から手配をされている被疑者のことで、凶悪 

犯罪その他社会的不安の大きい重要犯罪や悪質・ 

常習的な犯罪、組織的な背景を有する者のことを 

指します。 


